
JP 2017-23996 A 2017.2.2

10

(57)【要約】
【課題】大がかりな構成を必要とせずに、微細化された
気泡を効率よく生成することができる技術を提供する。
【解決手段】気泡生成装置１００は、下流端１０ａが液
体Ｌ中に配置されるガス流路１０と、ガス流路１０の上
流端１０ｂに接続された電磁弁２０と、電磁弁２０に接
続されたガスタンク３０及び真空ポンプ４０と、電磁弁
２０を制御する弁制御装置５０とを備える。電磁弁２０
、ガスタンク３０、真空ポンプ４０、及び弁制御装置５
０によって構成されるガス圧制御装置が、ガス流路１０
内を減圧することで、液体Ｌがガス流路１０内のガスと
混ざり合うように、液体Ｌを下流端１０ａから吸い込ま
せたのち、ガス流路１０内を加圧することで、ガス流路
１０内の液体Ｌ及びガスを、下流端１０ａから噴出させ
る。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下流端が液体中に配置されるガス流路と、
　前記ガス流路内を減圧することにより、前記液体が前記ガス流路内のガスと混ざり合う
ように、前記液体を前記下流端から吸い込ませたのち、前記ガス流路内を加圧することに
より、前記ガス流路内の前記液体及び該液体と混ざり合った前記ガスを、前記下流端から
前記液体中に噴出させるガス圧制御装置と、
　を備える気泡生成装置。
【請求項２】
　前記ガス流路の下流端が、前記液体の流れを絞る絞り部を有するノズルで構成され、
　前記ガス圧制御装置によって前記ガス流路内が減圧された際に、前記ノズルから吸い込
まれた液体が、前記絞り部から前記ガス流路の上流端側に向かって噴出することにより、
前記ガス流路内のガスと混ざり合う請求項１に記載の気泡生成装置。
【請求項３】
　前記ガス圧制御装置が、
　第１及び第２の入力ポート並びに出力ポートの少なくとも３つのポートを有し、前記出
力ポートに前記ガス流路の上流端が接続される弁と、
　前記第１の入力ポートに接続されるガスタンクと、
　前記第２の入力ポートに接続される真空ポンプと、
　前記第１の入力ポートが前記出力ポートに連通された状態と、前記第２の入力ポートが
前記出力ポートに連通された状態とが交互に切り替えられるように、前記弁を制御する弁
制御装置と、
　を有する請求項１又は２に記載の気泡生成装置。
【請求項４】
　前記ガス流路の下流端が配置される前記液体を貯留する液体貯留部を有する蓄気室と、
　前記液体貯留部を、前記蓄気室の外部において液体を貯留する液槽に連通させる液体連
通路と、をさらに備え、
　前記ガス圧制御装置が、前記ガス流路の上流端からガスを送り込む際に前記蓄気室を加
圧し、前記ガス流路内を減圧する際に前記蓄気室を減圧する制御を行う請求項１から３の
いずれか１項に記載の気泡生成装置。
【請求項５】
　前記蓄気室が前記ガス流路と連通している請求項４に記載の気泡生成装置。
【請求項６】
　下流端が液体中に配置されたガス流路内を減圧することにより、前記液体が前記ガス流
路内のガスと混ざり合うように、前記液体を前記下流端から吸い込ませるステップと、
　前記吸い込ませた液体及び該液体と混ざり合った前記ガスを、前記ガス流路内を加圧す
ることにより、前記下流端から前記液体中に噴出させるステップと、
　を含む気泡生成方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、気泡生成装置及び気泡生成方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、化学工業や生物工業等の分野で、液体中に生成した気泡、特にファインバブルと
呼ばれる直径１００μｍ以下の気泡が利用されている。気泡を生成する手法を開示した文
献として、下記特許文献１及び２が挙げられる。
【０００３】
　特許文献１は、下流端が液体中に配置されたガス管の上流端から、オーディオスピーカ
で生成した音波を導入する手法を提案している。特許文献１は、音波の振動によって、ガ



(3) JP 2017-23996 A 2017.2.2

10

20

30

40

50

ス管の下流端から気泡が生成されると説明している。
【０００４】
　特許文献２は、気泡を噴出する微細孔が多数形成された円盤を液体中で回転させる手法
を開示している。円盤の回転によって気泡に剪断力が作用し、この剪断力によって気泡が
微細化される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００８－３６５０２号公報
【特許文献２】国際公開第２００８／１４３３１９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１の技術では、微細化された気泡を効率的に生成することが難しい。これは、
音波はその振動によってガス管の下流端からガスを少しずつ離脱させる作用を奏するにす
ぎないためと考えられる。
【０００７】
　特許文献２の円盤を用いれば、微細化された気泡を効率的に生成しうるが、液槽中で円
盤を回転させる機構が必要となるため、装置構成が大がかりとなる。
【０００８】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、大がかりな構成を必要とせずに、微
細化された気泡を効率よく生成することができる技術を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために、本発明の第１の観点に係る気泡生成装置は、
　下流端が液体中に配置されるガス流路と、
　前記ガス流路内を減圧することにより、前記液体が前記ガス流路内のガスと混ざり合う
ように、前記液体を前記下流端から吸い込ませたのち、前記ガス流路内を加圧することに
より、前記ガス流路内の前記液体及び該液体と混ざり合った前記ガスを、前記下流端から
前記液体中に噴出させるガス圧制御装置と、
　を備える。
【００１０】
　上記気泡生成装置においては、
　前記ガス流路の下流端が、前記液体の流れを絞る絞り部を有するノズルで構成され、
　前記ガス圧制御装置によって前記ガス流路内が減圧された際に、前記ノズルから吸い込
まれた液体が、前記絞り部から前記ガス流路の上流端側に向かって噴出することにより、
前記ガス流路内のガスと混ざり合うようにしてもよい。
【００１１】
　また、前記ガス圧制御装置が、
　第１及び第２の入力ポート並びに出力ポートの少なくとも３つのポートを有し、前記出
力ポートに前記ガス流路の上流端が接続される弁と、
　前記第１の入力ポートに接続されるガスタンクと、
　前記第２の入力ポートに接続される真空ポンプと、
　前記第１の入力ポートが前記出力ポートに連通された状態と、前記第２の入力ポートが
前記出力ポートに連通された状態とが交互に切り替えられるように、前記弁を制御する弁
制御装置と、
　を有してもよい。
【００１２】
　また、前記ガス流路の下流端が配置される前記液体を貯留する液体貯留部を有する蓄気
室と、
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　前記液体貯留部を、前記蓄気室の外部において液体を貯留する液槽に連通させる液体連
通路と、をさらに備え、
　前記ガス圧制御装置が、前記ガス流路の上流端からガスを送り込む際に前記蓄気室を加
圧し、前記ガス流路内を減圧する際に前記蓄気室を減圧する制御を行ってもよい。
【００１３】
　また、前記蓄気室が前記ガス流路と連通していてもよい。
【００１４】
　本発明の第２の観点に係る気泡生成方法は、
　下流端が液体中に配置されたガス流路内を減圧することにより、前記液体が前記ガス流
路内のガスと混ざり合うように、前記液体を前記下流端から吸い込ませるステップと、
　前記吸い込ませた液体及び該液体と混ざり合った前記ガスを、前記ガス流路内を加圧す
ることにより、前記下流端から前記液体中に噴出させるステップと、
　を含む。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明によれば、ガス流路内に吸い込まれた液体が、ガス流路内でガスと混ざり合うた
め、ガス流路内で気泡を生成することができる。生成された気泡に対し、ガス流路の減圧
及び加圧のそれぞれの過程で、ガス流路内で攪拌力等を作用させることができるため、気
泡の微細化を効率的に行うことができる。液体中にはガス流路の下流端を配置するだけで
よく、従来必要であった円盤等の剪断力を付与するための部材が不要であるため、大がか
りな構成を必要とせずに済む。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】第１の実施形態に係る気泡生成装置の概略構成を示す概念図である。
【図２】気泡生成ノズルの断面図である。
【図３】蓄気室内の気圧変動を模式的に示すグラフである。
【図４】第２の実施形態に係る気泡生成装置の概略構成を示す概念図である。
【図５】ガス流路の下流端の部分の構成例を示す断面図である。
【図６】（Ａ）は実施例１に係る蓄気室内の気圧変動を示すグラフであり、（Ｂ）は実施
例１で得られた気泡の直径別頻度分布を示すヒストグラムである。
【図７】（Ａ）は実施例２に係る蓄気室内の気圧変動を示すグラフであり、（Ｂ）は実施
例２で得られた気泡の直径別頻度分布を示すヒストグラムである。
【図８】（Ａ）は実施例３に係る蓄気室内の気圧変動を示すグラフであり、（Ｂ）は実施
例３で得られた気泡の直径別頻度分布を示すヒストグラムである。
【図９】（Ａ）は実施例４～７で共通して用いた気泡生成ノズルの斜視図であり、（Ｂ）
は同気泡生成ノズルの断面図である。
【図１０】（Ａ）は実施例４に係る蓄気室内の気圧変動を示すグラフであり、（Ｂ）は実
施例４で得られた気泡の直径別頻度分布を示すヒストグラムである。
【図１１】（Ａ）は実施例５に係る蓄気室内の気圧変動を示すグラフであり、（Ｂ）は実
施例５で得られた気泡の直径別頻度分布を示すヒストグラムである。
【図１２】（Ａ）は実施例６に係る蓄気室内の気圧変動を示すグラフであり、（Ｂ）は実
施例６で得られた気泡の直径別頻度分布を示すヒストグラムである。
【図１３】（Ａ）は実施例７に係る蓄気室内の気圧変動を示すグラフであり、（Ｂ）は実
施例７で得られた気泡の直径別頻度分布を示すヒストグラムである。
【図１４】気泡のゾータ平均径の、蓄気室内の気圧変動の周波数に対する依存性を示すグ
ラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下、本発明の一実施形態に係る気泡生成装置について、図面を参照しながら説明する
。図中、同一又は相当する部分に同一符号を付す。
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【００１８】
　〔第１の実施形態〕
　図１に示すように、第１の実施形態に係る気泡生成装置１００は、下流端１０ａが液槽
６０内の液体Ｌ中に配置されるガス流路１０と、ガス流路１０の上流端１０ｂに接続され
た電磁弁２０と、電磁弁２０に接続されたガスタンク３０及び真空ポンプ４０と、電磁弁
２０を制御する弁制御装置５０とを備える。
【００１９】
　ガス流路１０は、内部にガスを収容する空間を画定する蓄気室１２と、蓄気室１２内の
ガスを液槽６０に案内する下流側ガス管１１と、蓄気室１２を電磁弁２０に接続する上流
側ガス管１３とを有する。
【００２０】
　下流側ガス管１１は、蓄気室１２に接続される本体部１１１と、本体部１１１の下流側
端部に接続される気泡生成ノズル１１２とを有する。気泡生成装置１００は、後述するよ
うに、気泡生成ノズル１１２から液体Ｌを吸い込み、吸い込んだ液体Ｌをガス流路１０内
のガスと共に気泡生成ノズル１１２から噴出させる動作を繰り返す。
【００２１】
　図２に示すように、気泡生成ノズル１１２は、本体部１１１側から、ガス流路１０（図
１参照）の下流端１０ａに位置する端部開口１１２ｅに向かって順に連続して形成される
縮径テーパ部１１２ａ、喉部１１２ｂ、拡径テーパ部１１２ｃ、及び直管部１１２ｄを有
する。これらのうち、縮径テーパ部１１２ａ、喉部１１２ｂ、及び拡径テーパ部１１２ｃ
によって、液体Ｌの流れを絞る絞り部が構成されている。
【００２２】
　縮径テーパ部１１２ａでは、喉部１１２ｂに向かってガス流路１０の断面積が次第に減
少する。喉部１１２ｂでは、ガス流路１０の断面積は略一定である。喉部１１２ｂにおけ
るガス流路１０の断面積は、気泡生成ノズル１１２において最も小さい。拡径テーパ部１
１２ｃでは、直管部１１２ｄに向かってガス流路１０の断面積が次第に増大する。直管部
１１２ｄにおけるガス流路１０の断面積は、本体部１１１におけるガス流路１０の断面積
よりも小さい。
【００２３】
　図１に戻って、電磁弁２０は、第１の入力ポート２０ａ、第２の入力ポート２０ｂ、及
び出力ポート２０ｃを有する三方弁である。第１の入力ポート２０ａに、ガスタンク３０
が接続されている。第２の入力ポート２０ｂに、真空ポンプ４０の吸気口が接続されてい
る。出力ポート２０ｃに、ガス流路１０の上流端１０ｂが接続されている。
【００２４】
　ガスタンク３０は、気密な容器で構成される。ガスタンク３０には、気泡Ｂを形成する
ガスがコンプレッサにより予め圧入されている。ガスタンク３０は、第１の入力ポート２
０ａが出力ポート２０ｃと連通した際に、ガス流路１０の上流端１０ｂからガス流路１０
内にガスを送り込む。
【００２５】
　真空ポンプ４０は、第２の入力ポート２０ｂが出力ポート２０ｃと連通した際に、ガス
流路１０からガスを排出することで、ガス流路１０内を減圧する。
【００２６】
　弁制御装置５０は、第１の入力ポート２０ａが出力ポート２０ｃに連通された状態と、
第２の入力ポート２０ｂが出力ポート２０ｃに連通された状態とが交互に切り替えられる
ように、電磁弁２０を制御する。これにより、弁制御装置５０は、電磁弁２０、ガスタン
ク３０、及び真空ポンプ４０と共に、ガス流路１０内のガス圧を制御するガス圧制御装置
としての役割を果たす。
【００２７】
　図３は、蓄気室１２内の気圧変動を模式的に示したグラフである。以下、図３を参照し
、弁制御装置５０によって実現される気泡生成装置１００の動作を説明する。
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【００２８】
　時刻Ｔ０で、弁制御装置５０は、第２の入力ポート２０ｂを出力ポート２０ｃと連通さ
せる。これにより、ガス流路１０内のガスが、真空ポンプ４０によって排気される。この
ため、蓄気室１２内の気圧が次第に低下してゆく。以降、弁制御装置５０は、時刻Ｔ０～
Ｔ２の間、第２の入力ポート２０ｂを出力ポート２０ｃと連通させた状態を保つ。
【００２９】
　時刻Ｔ１で、蓄気室１２内の気圧が大気圧Ｐ０未満の臨界値（以下、吸引開始圧力とい
う。）まで低下し、気泡生成ノズル１１２内への液体Ｌの吸い込みが始まる。以降、時刻
Ｔ１～Ｔ３の間、気泡生成ノズル１１２内への液体Ｌの吸い込みが継続する。
【００３０】
　図２を参照し、液体Ｌが気泡生成ノズル１１２内に吸い込まれる際の作用を説明する。
液体Ｌは、加圧されつつ拡径テーパ部１１２ｃを通り、喉部１１２ｂ及び縮径テーパ部１
１２ａを通る過程で急激に減圧されることにより、本体部１１１側に噴出する。これによ
り、気泡生成ノズル１１２内又は本体部１１１内で、液体Ｌとガスとが混ざり合う。この
結果、気泡生成ノズル１１２内又は本体部１１１内で、液体Ｌ中に気泡Ｂが生成される。
また、気泡Ｂが生成された後も液体Ｌの吸い込みが継続されるため、いったん生成された
気泡Ｂが、気泡生成ノズル１１２内又は本体部１１１内で攪拌力を受ける。この攪拌力で
気泡Ｂが分裂するため、気泡Ｂの微細化も図られる。
【００３１】
　時刻Ｔ２で、蓄気室１２の内圧が最小値Ｐｍｉｎに達する。時刻Ｔ２で、弁制御装置５
０は、第１の入力ポート２０ａを出力ポート２０ｃと連通させる。これにより、ガスタン
ク３０からガス流路１０内にガスが圧入される。このため、蓄気室１２内の気圧が次第に
上昇する。以降、弁制御装置５０は、時刻Ｔ２～Ｔ５の間、第１の入力ポート２０ａを出
力ポート２０ｃと連通させた状態を保つ。
【００３２】
　時刻Ｔ３で、蓄気室１２内の気圧が大気圧Ｐ０に戻り、気泡生成ノズル１１２への液体
Ｌの吸い込みが止まる。このとき、気泡Ｂを含む液体Ｌの上面は、図２に示す縮径テーパ
部１１２ａよりも蓄気室１２側の位置まで達する。
【００３３】
　時刻Ｔ４で、蓄気室１２内の気圧が大気圧Ｐ０を超える臨界値（以下、噴出開始圧力と
いう。）に達し、気泡生成ノズル１１２からの、液体Ｌ及び気泡Ｂの噴出が始まる。以降
、時刻Ｔ４～Ｔ６の間、気泡生成ノズル１１２からの液体Ｌ及び気泡Ｂの噴出が継続する
。
【００３４】
　図２を参照し、液体Ｌ及び気泡Ｂが気泡生成ノズル１１２から噴出する際の作用を説明
する。上述した時刻Ｔ１～Ｔ３の間に、気泡生成ノズル１１２内で混ざり合ったガス及び
液体Ｌ、即ち気泡生成ノズル１１２内で生成された気泡Ｂを含む液体Ｌは、本体部１１１
側から加圧されつつ縮径テーパ部１１２ａを通り、喉部１１２ｂ及び拡径テーパ部１１２
ｃを通る過程で急激に減圧されることにより、端部開口１１２ｅ側に噴出する。この加圧
と減圧及び噴出の過程で、気泡Ｂが攪拌力を受ける。攪拌力で気泡Ｂが分裂するため、気
泡Ｂのさらなる微細化が図られる。こうして、微細化された気泡Ｂが液槽６０内に噴出さ
れる。
【００３５】
　時刻Ｔ５で、蓄気室１２の内圧が最大値Ｐｍａｘに達する。時刻Ｔ５で、弁制御装置５
０は、第２の入力ポート２０ｂを出力ポート２０ｃと連通させる。これにより、ガス流路
１０内のガスが、真空ポンプ４０によって排気される。このため、蓄気室１２内の気圧が
次第に低下してゆく。以降、弁制御装置５０は、時刻Ｔ５～Ｔ８の間、第２の入力ポート
２０ｂを出力ポート２０ｃと連通させた状態を保つ。
【００３６】
　時刻Ｔ６で、蓄気室１２内の気圧が大気圧Ｐ０に戻り、気泡生成ノズル１１２からの気
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泡Ｂ及び液体Ｌの噴出が止まる。
【００３７】
　時刻Ｔ７で、蓄気室１２内の気圧が吸引開始圧力まで低下し、気泡生成ノズル１１２内
への液体Ｌの吸い込みが始まる。以降、時刻Ｔ７～Ｔ９の間、気泡生成ノズル１１２内へ
の液体Ｌの吸い込みが継続される。
【００３８】
　このとき、上述した時刻Ｔ４～Ｔ６の間に液槽６０中に噴出した気泡Ｂが再び吸い込ま
れることもあり得る。この場合、気泡Ｂ及び液体Ｌは、液槽６０から吸い込まれる際、図
２に示す端部開口１１２ｅの位置で剪断力を受ける。剪断力で気泡Ｂが分裂するため、気
泡Ｂのさらなる微細化が図られる。また、気泡Ｂは気泡生成ノズル１１２内で再び攪拌力
を受けることによっても微細化される。
【００３９】
　そして、時刻Ｔ８で、弁制御装置５０がガスタンク３０からのガスの圧入を開始させ、
時刻Ｔ９で、気泡生成ノズル１１２への吸引が止まり、時刻Ｔ１０で、気泡生成ノズル１
１２からの噴出が始まる。
【００４０】
　このようにして、気泡生成ノズル１１２からの噴出と、気泡生成ノズル１１２内への吸
引とが交互に繰り返される。この繰り返しの過程で、微細化された気泡Ｂが、さらに微細
化されてゆく。この結果、例えば、ファインバブルと呼ばれる直径１００μｍ以下の気泡
Ｂを形成することができる。
【００４１】
　以上説明した気泡生成装置１００によれば、ガス流路１０内で気泡Ｂを生成することが
でき、生成された気泡Ｂに対し、液体Ｌの吸い込み及び噴出のそれぞれの過程で、攪拌力
等を作用させることができるため、気泡Ｂの微細化を効率的に行うことができる。
【００４２】
　また、液槽６０中には、気泡生成ノズル１１２を含むガス流路１０の下流側端部を挿入
するだけでよい。従来必要であった円盤等の剪断力を付与するための部材を液槽６０中に
配置する必要が無い。液体ポンプも不要である。このため、大がかりな構成を必要とせず
に済む。
【００４３】
　〔第２の実施形態〕
　次に、図４を参照し、本発明の第２の実施形態について説明する。
【００４４】
　図４に示すように、第２の実施形態に係る気泡生成装置２００は、下流端７０ａが液体
Ｌ中に配置されるガス流路７０と、ガス流路７０の上流端７０ｂに接続された電磁弁２０
と、電磁弁２０に接続されたガスタンク３０及び真空ポンプ４０と、電磁弁２０を制御す
る弁制御装置５０とを備える。
【００４５】
　さらに、本気泡生成装置２００は、ガス流路７０の下流端７０ａが配置される液体Ｌを
貯留する液体貯留部８０ａを下方に有する蓄気室８０と、液体貯留部８０ａを、蓄気室８
０の外部において液体Ｌを貯留する液槽６０に連通させる液体連通路９０とを備える。
【００４６】
　ガス流路７０は、下流端７０ａを構成する気泡生成ノズル（以下、第１の気泡生成ノズ
ルという。）１１２を備える。第１の気泡生成ノズル１１２は、液体貯留部８０ａに挿入
されている。また、ガス流路７０は、蓄気室８０と連通している。具体的には、ガス流路
７０の、液体貯留部８０ａとの接続部分から上流端７０ｂまでの間の中間部分が、蓄気室
８０に接続されている。
【００４７】
　液体連通路９０の液槽６０側の端部も、気泡生成ノズル（以下、第２の気泡生成ノズル
という。）１１２’で構成されている。第２の気泡生成ノズル１１２’は、第１の気泡生
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成ノズル１１２と同じく、図２に示す構成を有する。
【００４８】
　本実施形態においても、弁制御装置５０は、第１の入力ポート２０ａが出力ポート２０
ｃに連通された状態と、第２の入力ポート２０ｂが出力ポート２０ｃに連通された状態と
が交互に切り替えられるように電磁弁２０を制御する。これにより、弁制御装置５０は、
電磁弁２０、ガスタンク３０、及び真空ポンプ４０と共に、ガス圧制御装置としての役割
を果たす。
【００４９】
　第２の入力ポート２０ｂが出力ポート２０ｃに連通された状態では、真空ポンプ４０に
よって、ガス流路７０及び蓄気室８０が減圧される。この結果、液槽６０内の液体Ｌが、
液体連通路９０を通じて液体貯留部８０ａに引き上げられ、液体貯留部８０ａの液面レベ
ルが上昇すると共に、液体貯留部８０ａに移行した液体Ｌが、第１の気泡生成ノズル１１
２内に吸い込まれる。
【００５０】
　これにより、液体Ｌが図２に示す喉部１１２ｂから本体部１１１側に噴出し、第１の気
泡生成ノズル１１２内で、液体Ｌとガスとが混ざり合う。この結果、気泡生成ノズル１１
２内で、液体Ｌ中に気泡Ｂが生成される。また、いったん生成された気泡Ｂが第１の気泡
生成ノズル１１２内で攪拌力を受ける。この攪拌力で気泡Ｂが分断されるため、気泡Ｂの
微細化も図られる。
【００５１】
　次に、第１の入力ポート２０ａが出力ポート２０ｃに連通された状態では、ガスタンク
３０からガス流路７０にガスが送り込まれる。この結果、第１の気泡生成ノズル１１２か
ら気泡Ｂ及び液体Ｌが噴出する。また、ガス流路７０と連通した蓄気室８０が加圧される
ため、液体貯留部８０ａに噴出された液体Ｌ及び気泡Ｂは、液体連通路９０を通じて、液
槽６０に押し込まれる。
【００５２】
　但し、第１の気泡生成ノズル１１２から噴出された気泡Ｂのうち、サイズが大きいもの
は、浮力が勝って上昇し、蓄気室８０に消散する。このため、サイズの小さな気泡Ｂだけ
を液槽６０に移動させることができる。さらに、気泡Ｂは液槽６０に移動する過程で、第
２の気泡生成ノズル１１２’内で攪拌力を受ける。このため、気泡Ｂのさらなる微細化が
図られる。
【００５３】
　次に、再び第２の入力ポート２０ｂが出力ポート２０ｃに連通された状態では、液槽６
０内の液体Ｌ及び気泡Ｂが、液体連通路９０を通じて液体貯留部８０ａに引き戻され、液
体貯留部８０ａの液面レベルが上昇すると共に、液体貯留部８０ａに移行した液体Ｌ及び
気泡Ｂが、第１の気泡生成ノズル１１２内に吸い込まれる。この過程で、気泡Ｂは、第２
の気泡生成ノズル１１２’及び第１の気泡生成ノズル１１２で、再び微細化されうる。
【００５４】
　こうして、弁制御装置５０によって、第１の入力ポート２０ａが出力ポート２０ｃに連
通された状態と、第２の入力ポート２０ｂが出力ポート２０ｃに連通された状態とが交互
に切り替えられることにより、微細化された気泡Ｂが、さらに微細化されてゆく。この結
果、ファインバブルと呼ばれる直径１００μｍ以下の気泡Ｂを形成することができる。
【００５５】
　本実施形態に係る気泡生成装置２００によれば、ガス流路７０内で気泡Ｂを生成するこ
とができ、生成された気泡Ｂに対し、ガス流路７０の加圧及び減圧のそれぞれの過程で、
攪拌力等を作用させることができるため、気泡Ｂの微細化を効率的に行うことができる。
【００５６】
　また、液体貯留部８０ａの液体Ｌ中には、第１の気泡生成ノズル１１２を挿入するだけ
でよく、液槽６０の液体Ｌ中には、液体連通路９０の下流側端部を挿入するだけでよい。
従来必要であった円盤等の剪断力を付与するための部材は不要である。液体ポンプも不要
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である。このため、大がかりな構成を必要とせずに済む。
【００５７】
　以下、図５を参照し、ガス流路１０，７０の下流端１０ａ，７０ａ、及び液体連通路９
０の液槽６０側端部の構成の変形例について説明する。
【００５８】
　図５（Ａ）に示すように、気泡生成ノズル３００は、喉部３０１と直管部３０３との間
にのみ拡径テーパ部３０２を備え、喉部３０１の上流側には縮径テーパ部を備えない構成
としてもよい。この場合、喉部３０１と拡径テーパ部３０２とで絞り部が構成される。気
泡Ｂ及び液体Ｌを気泡生成ノズル３００内に吸引する際の吸引抵抗を、拡径テーパ部３０
２によって緩和でき、多くの気泡Ｂ及び液体Ｌを気泡生成ノズル３００内に吸引できる。
このため、気泡Ｂを効率よく微細化することができる。
【００５９】
　図５（Ｂ）に示すように、気泡生成ノズル４００は、テーパ部を備えずに、オリフィス
４０１を備えてもよい。この場合、オリフィス４０１によって絞り部が構成される。気泡
Ｂ及び液体Ｌは、オリフィス４０１を通過する際に、圧力変動を受け、攪拌される。これ
により、例えばオリフィス４０１において気泡Ｂが分裂する等して、気泡Ｂの微細化が図
られる。
【００６０】
　図５（Ｃ）に示すように、気泡生成ノズル５００は、複数の貫通孔５０１ａが形成され
たシャワープレート５０１を下流端に備えてもよい。このシャワープレート５０１も、個
々の貫通孔５０１ａにおいて液体Ｌ及び気泡Ｂの流れを絞るため、絞り部を構成する。な
お、シャワープレート５０１の配置位置は、ガス流路の途中でもよい。シャワープレート
５０１でガスや気泡Ｂが細断され、微細化が図られる。
【００６１】
　図５（Ｄ）に示すように、気泡生成ノズルを用いずに、直管状の本体部１１１が、ガス
流路１０の下流端１０ａを構成してもよい。即ち、絞り部を有する気泡生成ノズルは必須
でなく、直管状の本体部１１１を直接的に液体Ｌ中に配置してもよい。直管状の本体部１
１１を用いても、液体Ｌがガス流路１０内でガスと混ざり合うように、液体Ｌを吸い込ま
せ得ることは当業者に理解できるであろう。例えば、ガス流路１０の減圧を急激に行えば
、直管状の本体部１１１の下流端１０ａから液体Ｌが噴入し、液体Ｌとガスが混ざり合う
結果、ガス流路１０内で気泡Ｂが生成され得ると共に、生成された気泡Ｂの微細化も図ら
れ得る。このようにして、ガス流路１０内で液体Ｌとガスとを混合させるにあたり、用い
る液体Ｌの粘度等との関係で、直管状の本体部１１１の内径やガス流路１０の減圧と加圧
の切り替えの周波数等をどのように設定するかは、当業者の設計事項である。
【００６２】
　以下、本発明の実施例について説明する。
【００６３】
　〔実施例１〕
　図１に示す気泡生成装置１００を用いて気泡の生成を行った。但し、気泡生成ノズル１
１２は用いず、図５（Ｄ）に示す直管状の本体部１１１を直接的に液槽６０に浸漬させた
。本体部１１１には、内径０．７ｍｍ、長さ４０ｍｍ、断面が円形の細管を用いた。液体
Ｌには、粘度１ｃＰの蒸留水を用い、気泡Ｂを形成するガスには空気を用いた。ガスタン
ク３０からの空気の供給量は０．５～２．０Ｌ／ｍｉｎとした。真空ポンプ４０には到達
真空度－２０～－１００ｋＰａのものを用いた。
【００６４】
　図６（Ａ）に、蓄気室１２の気圧変動のグラフを示す。弁制御装置５０によって、蓄気
室１２の気圧変動の周波数が５Ｈｚとなるよう電磁弁２０を制御した。蓄気室１２の気圧
の平均値は約１ｋＰａであり、振幅は、１０～１５ｋＰａであった。
【００６５】
　図６（Ｂ）に、得られた気泡Ｂの直径別頻度分布であるヒストグラムを示す。このヒス
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トグラムは、得られた気泡Ｂを含む液体Ｌのサンプルを光学顕微鏡で観察し、サンプル中
の気泡を直径の階級別に分類することで得た。また、このヒストグラムから、気泡Ｂのゾ
ータ（Sauter）平均径Ｄ３２を求めた。ゾータ平均径Ｄ３２は、階級ｉの中央値をｄｉ、
気泡数（度数）をｎｉとしたとき、値（ｎｉ×ｄｉ

３）／（ｎｉ×ｄｉ
２）の、階級ｉに

関する和で与えられる。ゾータ平均径Ｄ３２は６８．０μｍであった。即ち、直径１００
μｍ以下のファインバブルを生成できたことを確認した。
【００６６】
　〔実施例２〕
　液体Ｌとして、蒸留水の添加により粘度を２１．６ｃＰに調整した液体デキストリンを
用いた。ガスタンク３０からの空気の供給量は１．５～２．０Ｌ／ｍｉｎとした。これ以
外は、実施例１と同じ条件で気泡を生成した。
【００６７】
　図７（Ａ）に、蓄気室１２の気圧変動のグラフを示す。実施例１と同じく、弁制御装置
５０によって、蓄気室１２の気圧変動の周波数が５Ｈｚとなるよう電磁弁２０を制御した
。蓄気室１２の気圧の平均値は約３ｋＰａであり、振幅は、１０～１５ｋＰａであった。
【００６８】
　図７（Ｂ）に、得られた気泡Ｂのヒストグラムを示す。得られた気泡Ｂのゾータ平均径
Ｄ３２は５２．１μｍであった。以上のように、粘度が蒸留水の約２０倍程度の粘性液体
に対しても、ファインバブルを生成できたことを確認した。
【００６９】
　〔実施例３〕
　図４に示す気泡生成装置２００を用いて気泡の生成を行った。但し、気泡生成ノズル１
１２は用いず、図５（Ｄ）の例と同様、ガス流路７０を構成する直管状部材を直接的に液
体貯留部８０ａに挿入した。その直管状部材には内径０．５ｍｍの細管を用いた。液体貯
留部８０ａは筒状をなし、その内径は１０ｍｍである。液体連通路９０には、内径０．７
ｍｍ、長さ４０ｍｍの細管を用いた。液体Ｌには、粘度１ｃＰの蒸留水を用い、気泡Ｂを
形成するガスには空気を用いた。ガスタンク３０からの空気の供給量は１．０～２．０Ｌ
／ｍｉｎとした。真空ポンプ４０には到達真空度－２０～－１００ｋＰａのものを用いた
。
【００７０】
　図８（Ａ）に、蓄気室１２の気圧変動のグラフを示す。弁制御装置５０によって、蓄気
室８０の気圧変動の周波数が０．２Ｈｚとなるように電磁弁２０を制御した。蓄気室８０
内の気圧の平均値は約８ｋＰａであり、振幅は、約３０ｋＰａであった。
【００７１】
　図８（Ｂ）に、得られた気泡Ｂのヒストグラムを示す。得られた気泡Ｂのゾータ平均径
Ｄ３２は５１．１μｍであった。液体貯留部８０ａと液体連通路９０とを備えた構成によ
り、実施例１に比べて小さなファインバブルを生成できたことを確認した。
【００７２】
　次に、液体Ｌ中に生成される気泡Ｂのサイズの、蓄気室１２の気圧変動の周波数に対す
る依存性を調べるために、蓄気室１２の気圧変動の周波数を種々変更した実施例４～７及
び比較例について説明する。
【００７３】
　図９（Ａ）に、実施例４～７で共通して用いた気泡生成ノズル６００の斜視図を示す。
気泡生成ノズル６００は、直管状の本体部１１１の複数箇所に形成された絞り部６０１～
６０３を有する。絞り部６０１～６０３の各々の流路断面積は、本体部１１１の流路断面
積よりも小さい。絞り部６０１は、ガス流路１０の下流端を構成しており、絞り部６０２
は、絞り部６０１よりも上流に配置されており、絞り部６０３は、絞り部６０２よりも上
流に配置されている。
【００７４】
　本体部１１１の流路断面は円形であり、絞り部６０１～６０３の各々の流路断面は、一
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方向を長手方向とする長方形である。このように、本体部１１１と絞り部６０１～６０３
とで流路断面の形状を異ならせている。これにより、絞り部６０１～６０３の流路断面を
本体部１１１の流路断面と相似形とする場合に比べて、気泡Ｂを破砕する効果を高めるこ
とができ、かつ圧力損失を抑制できる。圧力損失を抑制することで、気泡生成ノズル６０
０内での液体Ｌの上下運動を円滑に行わせることができる。
【００７５】
　以下、絞り部６０１～６０３の各々の流路断面の長手方向をＹ軸方向、同流路断面の短
手方向をＸ軸方向、気泡生成ノズル６００の流路に沿う長さ方向をＺ軸方向とするＸＹＺ
直交座標系を定義して説明を続ける。
【００７６】
　図９（Ｂ）は、気泡生成ノズル６００のＸＺ平面に平行な断面図である。絞り部６０２
のＺ軸方向中間位置の下流端からの距離Ｄ１は、１０ｍｍである。絞り部６０３のＺ軸方
向中間位置の下流端からの距離Ｄ２は、３０ｍｍである。本体部１１１の内径Ｄ３は１．
５５ｍｍであり、本体部１１１のＺ軸方向の全長は１２０ｍｍである。絞り部６０１～６
０３の流路断面のＸ軸方向の幅Ｄ４は、４００μｍ以下である。なお、絞り部６０１～６
０３の流路断面のＹ軸方向の幅は、本体部１１１の内径Ｄ３と略等しい。
【００７７】
　〔実施例４〕
　図１に示す気泡生成装置１００において、気泡生成ノズル１１２に代えて、上述した気
泡生成ノズル６００を用い、気泡Ｂを生成した。液体Ｌには、粘度１ｃＰの蒸留水を用い
、気泡Ｂを形成するガスには空気を用いた。ガスタンク３０からの空気の供給量は０．５
～２．０Ｌ／ｍｉｎとした。真空ポンプ４０には到達真空度－２０～－１００ｋＰａのも
のを用いた。
【００７８】
　図１０（Ａ）に、蓄気室１２の気圧変動のグラフを示す。弁制御装置５０によって、蓄
気室１２の気圧変動の周波数が４．５Ｈｚとなるよう電磁弁２０を制御した。蓄気室１２
の気圧の平均値は約１０ｋＰａであり、振幅は、１５～２０ｋＰａであった。
【００７９】
　図１０（Ｂ）に、得られた気泡Ｂのヒストグラムを示す。気泡Ｂのゾータ平均径Ｄ３２

は３５７．１μｍであった。
【００８０】
　〔実施例５〕
　蓄気室１２の気圧変動の周波数を実施例４の条件とは異ならせ、周波数以外は実施例４
と同じ条件で気泡Ｂを生成した。
【００８１】
　図１１（Ａ）に、蓄気室１２の気圧変動のグラフを示す。弁制御装置５０によって、蓄
気室１２の気圧変動の周波数が５．３Ｈｚとなるよう電磁弁２０を制御した。蓄気室１２
の気圧の平均値は約７．５ｋＰａであり、振幅は、１０～１５ｋＰａであった。
【００８２】
　図１１（Ｂ）に、得られた気泡Ｂのヒストグラムを示す。気泡Ｂのゾータ平均径Ｄ３２

は１３５．４μｍであった。
【００８３】
　〔実施例６〕
　蓄気室１２の気圧変動の周波数を実施例４及び５の条件とは異ならせ、周波数以外は実
施例４及び５と同じ条件で気泡Ｂを生成した。
【００８４】
　図１２（Ａ）に、蓄気室１２の気圧変動のグラフを示す。弁制御装置５０によって、蓄
気室１２の気圧変動の周波数が８．３Ｈｚとなるよう電磁弁２０を制御した。蓄気室１２
の気圧の平均値は約１０．５ｋＰａであり、振幅は、１５～２０ｋＰａであった。
【００８５】
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　図１２（Ｂ）に、得られた気泡Ｂのヒストグラムを示す。気泡Ｂのゾータ平均径Ｄ３２

は７８．６μｍであった。
【００８６】
　〔実施例７〕
　蓄気室１２の気圧変動の周波数を実施例４～６の条件とは異ならせ、周波数以外は実施
例４～６と同じ条件で気泡Ｂを生成した。
【００８７】
　図１３（Ａ）に、蓄気室１２の気圧変動のグラフを示す。弁制御装置５０によって、蓄
気室１２の気圧変動の周波数が１４．３Ｈｚとなるよう電磁弁２０を制御した。蓄気室１
２の気圧の平均値は約２．３ｋＰａであり、振幅は、５～１０ｋＰａであった。
【００８８】
　図１３（Ｂ）に、得られた気泡Ｂのヒストグラムを示す。気泡Ｂのゾータ平均径Ｄ３２

は４５．２μｍであった。
【００８９】
　〔比較例〕
　実施例４～７で用いた気泡生成ノズル６００を用い、蓄気室１２の気圧変動の周波数を
ゼロとして、気泡Ｂを生成した。具体的には、蓄気室１２の気圧を、気泡生成ノズル６０
０への液体Ｌの吸い込みは生じず、気泡生成ノズル６００の下流端から徐々に気泡Ｂが離
脱するような一定値に保った。この場合、液体Ｌ中に生成された気泡Ｂのゾータ平均径Ｄ

３２は３３６０μｍであった。
【００９０】
　図１４に、以上説明した実施例４～７及び比較例で得られた気泡Ｂのゾータ平均径Ｄ３

２をプロットしたグラフを示す。横軸は、蓄気室１２の気圧変動の周波数を示す。共通の
気泡生成ノズル６００を用いる場合、蓄気室１２の気圧変動の周波数が高い程、ゾータ平
均径Ｄ３２の小さな気泡Ｂが得られることが分かる。蓄気室１２の気圧変動の周波数を調
整することにより、ゾータ平均径Ｄ３２４５．２μｍ以上、３３６０μｍ未満の気泡Ｂを
生成することができた。
【００９１】
　以上、本発明の実施形態及び実施例について説明した。本発明はこれに限られず、例え
ば、以下に述べる変形が可能である。
【００９２】
　上記実施形態及び実施例では、１つのガス流路１０又は７０を備えた気泡生成装置を示
したが、気泡生成装置は、複数のガス流路を備えてもよい。例えば、図１で、下流側ガス
管１１を蓄気室１２に複数本接続してもよい。また、図４で、液体貯留部８０ａに複数本
のガス流路７０を挿入してもよい。複数のガス流路を備えることにより、気泡の生成効率
を高めることができる。
【００９３】
　上記実施形態及び実施例では、１つの孤立した液槽６０内で気泡Ｂの生成を行ったが、
液体Ｌを案内する液体循環路中で、気泡を生成することもできる。例えば、その液体循環
路に、図１の下流側ガス管１１又は図４の液体連通路９０を挿入することで、その液体循
環路中に気泡を生成することもできる。図１及び図４に示す液槽６０は、液体の循環経路
の一部を構成するものであってもよい。
【００９４】
　上記実施形態及び実施例では、断面が円形のガス流路を用いたが、ガス流路の断面形状
は限定されない。気泡生成ノズル１１２や本体部１１１の断面形状は、例えば、矩形、多
角形、又は楕円形であってもよい。ガスとしては、空気の他、例えば、酸素、オゾン、二
酸化炭素、窒素等を用いることができる。
【００９５】
　本発明は、本発明の広義の精神と範囲を逸脱することなく、様々な実施の形態及び変形
が可能とされるものである。また、上述した実施形態及び実施例は、本発明を説明するた
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めのものであり、本発明の範囲を限定するものではない。即ち、本発明の範囲は、実施形
態及び実施例ではなく、請求の範囲によって示される。そして、請求の範囲内及びそれと
同等の発明の意義の範囲内で施される様々な変形が、本発明の範囲内とみなされる。
【符号の説明】
【００９６】
　１０，７０…ガス流路、１０ａ，７０ａ…下流端、１０ｂ，７０ｂ…上流端、１１…下
流側ガス管、１１１…本体部、１１２，１１２’，３００，４００，５００，６００…気
泡生成ノズル、１１２ａ…縮径テーパ部、１１２ｂ，３０１…喉部、１１２ｃ，３０２…
拡径テーパ部、１１２ｄ，３０３…直管部、１１２ｅ…端部開口、１２，８０…蓄気室、
１３…上流側ガス管、２０…電磁弁、２０ａ…第１の入力ポート、２０ｂ…第２の入力ポ
ート、２０ｃ…出力ポート、３０…ガスタンク、４０…真空ポンプ、５０…弁制御装置、
６０…液槽、８０ａ…液体貯留部、９０…液体連通路、１００，２００…気泡生成装置、
４０１…オリフィス、５０１…シャワープレート、５０１ａ…貫通孔、６０１～６０３…
絞り部、Ｌ…液体、Ｂ…気泡。

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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【図１３】 【図１４】
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